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　　　令和７年度　多賀城市社会福祉協議会
「ふれあいまちづくり事業助成金」募 集 要 項


＜申請受付期間　令和７年７月２２日(火)～８月１５日(金)まで＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●応募方法
　申請書類に必要事項を記入し、当会事務局に提出すること。

●ご相談と申請様式の配布窓口について
　当会事務局へお問い合わせ下さい。

　社会福祉法人　多賀城市社会福祉協議会
　〒985-0873　多賀城市中央２丁目１－１　社会福祉センター１F
[image: qrcode.png]　TEL　022-368-6300　FAX　022-368-7300
※本会ホームページ（http://tagajo-shakyo.jp/）でも申請書及び
報告書を配布しております。　　　本会ホームページQRコード→

当助成事業について多賀城市社会福祉協議会は、地域における福祉活動の一助を担うために、地域の自主的福祉団体と連携をとりながら「ふれあいまちづくり事業」を進めてまいります。
そこで、地域福祉の推進を目的とする福祉活動に対し、事業に要する経費の一部を助成いたします。










ふれあいまちづくり事業とは
平成１１年度より始まり、徐々に実施地区を増やしながら今年で２７年目になります。全国で地域のコミュニティーの縮小、喪失が騒がれている中、生活の基盤である地域コミュニティーを維持し、利用することでより多くの住民の方に安心安全な生活を送っていただく手助けをするためのものです。毎年、地域の皆様にご協力いただいている社協会費や赤い羽根共同募金を財源としております。










1 助成対象団体
（1） 各町内会内の住民のための福祉活動をしている団体
（本年度立ち上げ予定も可）

（２）現在、各町内会の枠を超えて住民のための福祉活動をしている団体

※上記（１）の場合、１町内会につき１団体までの申請とします。

※多賀城市役所の「いきいきシニアの介護予防活動補助金」及び「生涯学習活動費補助金」、宮城県共同募金会の「住民力・地域力・福祉力を高める支援事業」の交付を受けている団体は除く。
　　
※（１）の場合は各町内会にて福祉員及び町内会長、民生委員児童委員と協議の上、申請ください。

2 助成対象経費
会場費（サロン・研修会など）、会議費、活動資材、食材費、消耗品費、印刷代、広報費、講師謝礼、ボランティア保険料、郵送費、通信費、ガソリン代など

※単なる物品・備品購入事業は除く

3 助成対象事業の例
　
　・サロン活動（健康づくり、お茶飲み会、スポーツ振興、料理教室、
生きがいづくり、介護予防など）
a・地域の孤立防止活動（高齢者の居場所づくり、傾聴活動など）
・子ども主体活動（子ども食堂など）

4 助成総額
155万円（予定）
　
5 助成額
１団体４万円を上限とし、概算払いとする
（助成金対象事業は年度単位とし、令和７年４月１日から令和８年３月３１日までとする）

※審査の結果、事業内容によっては不承認となる場合や助成金額が要望額より減額
される場合があります。


６　申請方法
  団体は、申請受付期間内に、①令和７年度ふれあいまちづくり事業助成金交付　　
　　申請書（様式１-1）、②事業計画書（様式１-2）、③事業収支予算書（様式１-3）　
　　を本会事務局に提出する。ただし、②及び③については独自様式でも可とする。

申請受付期間：令和７年７月22日(火)から８月15日(金)まで

７　助成決定
令和７年８月下旬に決定予定
　　
８　助成金の交付
令和７年9月中旬に本会事務局にて交付予定

９　事業報告
　　団体は、事業完了後1ヵ月以内に、①令和７年度ふれあいまちづくり事業助成
　　金事業完了報告書（様式2-1）、②事業報告書（様式2-2）、③事業収支決算書
　　（様式2-3）及び領収書の写し、④活動風景の写真や活動チラシを本会事務局に
提出する。ただし、②及び③については独自様式でも可とする。
なお、１ 助成対象団体の（１）各町内会内の住民のための福祉活動をしている団体は、各町内会福祉員の署名捺印があれば、領収書の写しの提出は免除する。

事業完了報告書の提出期限：令和８年４月２４日（金）

※助成金の残金がある場合は、本会へ必ずご返金下さい。
※著しく申請内容と活動が異なる場合や助成金の使途をみだりに変更し、又は他に
流用した際は、助成金の返還を求めることがあります。
※助成決定後、申請した事業の内容に変更が生じる場合は、必ず本会へご連絡下さい。


１０　お問合せ先
　　社会福祉法人　多賀城市社会福祉協議会
　　〒985-0873　多賀城市中央２丁目１－１　社会福祉センター１F
　　TEL　022-368-6300　FAX　022-368-7300
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